
―
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
―

居
住
用
宅
地
を
巡
っ
て

は
じ
め
に

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
、
１２
月
１
日

よ
り
、「
新
シ
ス
テ
ム
」
へ
移

行
し
ま
す
。

税
区
分
は
、
所
得
税
・
法
人

税
・
相
続
税
・
消
費
税
・
他
国

税
・
地
方
税
・
そ
の
他
と
な
り

一
部
変
更
さ
れ
ま
す
。

今
ま
で
は
、
税
目
ご
と
に
検

索
し
て
い
ま
し
た
が
、「
新
シ

ス
テ
ム
」
で
は
、
複
数
の
税
目

で
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
す
。
例
え
ば
、「
生
活
の

本
拠
」
や
「
生
活
の
拠
点
」
と

い
っ
た
所
得
税
と
相
続
税
と
に

共
通
す
る
情
報
は
、
一
度
に
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

収
録
内
容
の
区
分
は
、
判
決

・
裁
決
・
（
法
令
）
・
通
達
・

相
談
事
例
・
（
そ
の
他
文
書
）

・
（
旧
情
報
）
と
な
り
ま
す
。

な
お
、（

）
内
の
情
報
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
収
録
整

備
し
て
い
く
予
定
で
す
。

以
下
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
収
録

情
報
の
中
か
ら
、
小
規
模
宅
地

等
の
特
例
の
う
ち
居
住
用
宅
地

に
係
る
判
決
等
を
ご
紹
介
し
ま

す
。１

、
２
以
上
の
居
住

用
宅
地

相
続
開
始
の
直
前
に
お
い

て
、
被
相
続
人
等
の
居
住
の
用

に
供
さ
れ
た
宅
地
等
は
、
一
定

の
要
件
に
よ
り
、
評
価
減
さ
れ

ま
す
（
措
法
６９
条
の
４
①
）
。

「
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
宅

地
等
」
に
つ
い
て
は
、
被
相
続

人
等
が
そ
の
宅
地
等
に
「
生
活

の
拠
点
」
を
置
い
て
い
た
か
否

か
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
ま
す

（
質
疑
応
答
事
例
１
０
０
５
）
。

で
は
、
そ
の
「
生
活
の

拠

点
」
が
二
つ
以
上
あ
っ
た
場

合
、
両
方
の
宅
地
等
に
つ
い

て
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。

平
２０
・
５
・
１
佐
賀
地
裁
・

Ｚ
８
８
８
―
１
３
４
３

（
全
部
取
消
し
・
被
告
控
訴

・
納
税
者
勝
訴
）

こ
の
事
案
は
、
原
告
ら
が
、

被
相
続
人
が
居
住
の
用
に
供
し

て
い
た
Ａ
市
の
家
屋
敷
地
と
呉

服
販
売
の
営
業
及
び
仕
入
れ
等

の
拠
点
と
し
て
い
た
Ｂ
市
内
の

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
（
本
件
宅

地
）
と
の
二
つ
の
宅
地
に
つ
い

て
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

（
本
件
特
例
）
の
規
定
を
適
用

し
て
相
続
税
申
告
を
し
た
と
こ

ろ
、
Ｃ
税
務
署
長
が
、
本
件
宅

地
に
つ
い
て
は
本
件
特
例
の
適

用
は
な
い
と
し
て
更
正
処
分
を

行
っ
た
た
め
争
わ
れ
た
も
の
で

す
。佐

賀
地
裁
判
決
で
は
、
次
の

と
お
り
、
両
方
と
も
居
住
用
宅

地
と
認
め
て
い
ま
す
。

①
本
件
特
例
の
解
釈

所
得
税
の
特
例
（
措
法
３１
条

の
３
②
・
措

置

令
２０
条

の
３

②
）
で
は
、
居
住
の
用
に
供
し

て
い
る
家
屋
を
２
以
上
有
す
る

場
合
、「
主
と
し
て
そ
の
居
住

の
用
に
供
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
一
の
家
屋
に
限
る
」
と
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
件
特

例
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
制

限
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
本
件
特
例
の
解
釈
と
し

て
、「
主
と
し
て
居
住
の
用
に

供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
に
限
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
面
積

要
件
さ
え
満
た
せ
ば
、
複
数
存

在
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
て
い

る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

②
居
住
用
宅
地
の
判
断
基
準

本
件
特
例
の
「
居
住
の
用
に

供
さ
れ
て
い
た
」
宅
地
に
該
当

す
る
か
否
か
は
、「
相
続
人
ら

が
生
活
の
拠
点
を
置
い
て
い
た

か
ど
う
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

そ
の
者
の
日
常
生
活
の
状
況
、

そ
の
建
物
へ
の
入
居
目
的
、
そ

の
建
物
の
構
造
及
び
設
備
の
状

況
、
生
活
の
拠
点
と
な
る
べ
き

他
の
建
物
の
有
無
そ
の
他
の
事

実
を
総
合
勘
案
し
て
判
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。」と
し
て
い
ま
す
。

③
「
生
活
の
拠
点
」
の
実
態

認
定
事
実
に
よ
る
と
、「
…

…
被
相
続
人
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
利
用
は
、
単
に
娯
楽
や
一

時
的
な
目
的
に
出
た
も
の
で
は

な
く
、
生
活
の
改
善
を
目
的

に
、
Ａ
市
家
屋
及
び
本
件
マ
ン

シ
ョ
ン
双
方
に
お
い
て
生
活
す

る
こ
と
を
選
択
し
た
一
つ
の
生

活
ス
タ
イ
ル
に
基
づ
く
も
の
と

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
の

で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
被
相
続

人
が
、
生
活
の
拠
点
と
し
て
使

用
し
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
、

本
件
宅
地
は
、
本
件
特
例
の

「
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い

た
」
宅
地
に
当
た
る
と
判
断
し

ま
し
た
。

２
、
仮
換
地
指
定
に

よ
り
更
地
と
な
っ

た
居
住
用
宅
地

被
相
続
人
の
居
住
用
建
物
の

建
築
中
に
相
続
が
開
始
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
条
件

の
下
に
「
居
住
用
宅
地
等
」
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
（
措
通

６９
の
４
―
６
）
。

土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り

仮
換
地
指
定
を
受
け
、
従
前
地

は
更
地
、
仮
換
地
も
更
地
で
建

築
工
事
が
着
手
で
き
な
い
状
況

で
相
続
が
開
始
し
た
場
合
、

「
居
住
用
宅
地
等
」
と
し
て
小

規
模
宅
地
等
の
特
例
を
適
用
で

き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案

が
あ
り
ま
す
。

平
１９
・
１
・
２３
最
高
裁
・

Ｚ
８
８
８
―
１
２
１
２

（
一
部
破
棄
差
戻
し
）

平
１６
・
１１
・
２６
福
岡
高
裁
・

Ｚ
２
５
４
―
９
８
３
７

（
棄
却
）

平
１６
・
１
・
２０
福
岡
地
裁
・

Ｚ
２
５
４
―
９
５
１
３

（
却
下
・
棄
却
）

福
岡
地
裁
判
決
及
び
福
岡
高

裁
判
決
で
は
、「
居
住
用
宅
地

等
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
、
小
規
模
宅

地
等
の
特
例
の
適
用
を
認
め
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
最
高
裁
判
決

で
は
、
逆
転
し
て
、
そ
の
適
用

を
認
め
て
い
ま
す
。

こ
の
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、

措
置
法
通
達
に
６９
の
４

１
の

３
（
公
共
事
業
の
施
行
に
よ
り

従
前
地
及
び
仮
換
地
に
つ
い
て

使
用
収
益
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

場
合
）
が
追
加
さ
れ
取
り
扱
い

が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
（
平
成

１９
年
７
月
４
日
資
産
課
税
課
情

報
）
。

な
お
、
上
記
宅
地
が
「
特
定

居
住
用
宅
地
等
」
に
該
当
す
る

か
否
か
の
判
断
等
は
、
原
審
に

差
し
戻
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
、
特
定
居
住
用
宅

地

①
生
計
を
一
に
し
て
い
た
親
族

と
は差

戻
し
後
、
控
訴
審
で
は
特

定
居
住
用
宅
地
等
の
要
件
の
一

つ
で
あ
る
「
生
計
を
一
に
し
て

い
た
」
親
族
か
否
か
に
つ
い
て

判
断
さ
れ
ま
し
た
。

平
１９
・
７
・
１９
福
岡
高
裁
・

Ｚ
８
８
８
―
１
３
１
０

（
一
部
取
消
し
）

こ
の
福
岡
高
裁
判
決
で
は
、

旧
措
法
６９
条
の
３
②
二
ハ
に
規

定
す
る
「
生
計
を
一
に
し
て
い

た
」
と
は
、「
日
常
生
活
の
糧

を
共
通
に
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た

う
え
で
、
被
相
続
人
と
控
訴
人

は
同
居
し
て
い
な
い
こ
と
、
生

活
費
の
支
出
が
共
通
に
さ
れ
て

い
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
、
被
相
続
人
に
賃
料
収
入

が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
両
者
の

生
計
は
各
自
独
立
し
て
い
た
と

判
断
さ
れ
ま
し
た
。

②
別
居
の
親
族
が
特
例
を
受
け

る
場
合
の
要
件

旧
措
置
法
６９
条
の
３
②
ロ
の

文
言
の
う
ち
「
そ
の
者
又
は
そ

の
者
の
配
偶
者
の
所
有
す
る
家

屋
」
に
つ
い
て
争
っ
た
事
案
が

あ
り
ま
す
。

平
１５
・
８
・
２９
東
京
地
裁
・

Ｚ
２
５
３
―
９
４
２
２

（
棄
却
・
確
定
）

原
告
ら
は
、
上
記
の
家
屋

は
、「
所
有
権
」
の
行
使
に
よ

っ
て
所
有
す
る
家
屋
だ
け
で
あ

っ
て
、
つ
ま
り
、「
共
有
持
分

権
」
に
よ
る
所
有
す
る
家
屋
は

含
ま
な
い
旨
を
主
張
し
ま
し
た

が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
わ
り
に

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、
上
記
の

ほ
か
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

に
関
す
る
判
決
・
裁
決
等
が
、

事
業
用
宅
地
等
を
も
含
め
多
数

収
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
是

非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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